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この章で、特に解説を要

する語句については※印を

付し、章末に「用語解説」

を掲載しました。 
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Ⅳ 三鷹市の財政状況 平成１２年度 

 

１ 歳入 

三鷹市の歳入の特徴は、市税収入が全体の約６割を占めており、その内訳において４割強が

個人市民税であり、その他固定資産税と都市計画税が同じく４割強を占めています。これらの

税が、これまで三鷹市の財政の安定的な財源となってきました。このことは、三鷹市が住宅都

市として発展してきた証でもあります。したがって、商工業の集積が少ないため、法人市民税

の比率が低いという結果になっています。この点がよく比較の対象となる近隣の武蔵野市や調

布市、府中市などと異なる点です。 

ここ数年の傾向としては、特別減税や景気の低迷などにより、この中心的な財源である個人

市民税が伸び悩んでいるという点にあります。 
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歳入合計 

54,606,476 

市税 
32,892,435(60.2%) 

地方譲与税 288,344(0.5%) 
利子割交付金 1,136,278(2.1%) 
地方消費税交付金 1,609,101(3.0%) 
特別地方消費税交付金 1,823(0.0%) 
自動車取得税交付金 328,666(0.6%) 
地方特例交付金 1,395,694(2.6%) 
地方交付税 90,000(0.2%) 
交通安全対策特別交付金 24,505(0.0%) 

市債 1,910,200(3.5%) 
諸収入 1,513,752(2.8%) 
繰越金 2,009,105(3.7%) 

繰入金 472,031(0.9%) 
寄附金 43,949(0.1%) 

財産収入 490,349(0.9%) 
都支出金 4,554,513(8.3%) 

国庫支出金 4,709,142(8.6%) 
使用料及び手数料 728,915(1.3%) 
分担金及び負担金 407,674(0.7%) 

 

〔図Ⅳ－１〕一般会計歳入決算額と市税収入の推移 

〔図Ⅳ－２〕平成 12年度一般会計歳入決算（千円） 
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市税 普通税（市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土
地保有税）と目的税（事業所税、都市計画税）からなる。

地方譲与税 国税の一部が客観的基準により地方公共団体に分配されたもの。
三鷹市では自動車重量譲与税と地方道路譲与税がある。

利子割交付金 都民税利子割分を市町村へ配分・交付したもの。

地方消費税交付金 都税として徴収された地方消費税のうち市町村へ配分・交付され
るもの。

特別地方消費税交付金 都税として徴収された特別地方消費税のうち市町村へ配分・交付
されるもの。特別地方消費税は平成11年度末で廃止された。

自動車取得税交付金 都税として徴収された自動車取得税のうち市町村へ配分・交付さ
れるもの。

地方特例交付金 平成11年度の税制改正から実施された地方税の恒久的な減税の補
てん措置として全市町村に交付されるもの。

地方交付税 地方財政の均衡化を図るため、地方交付税制度により国税の一部
が地方自治体に配分・交付されるもの。普通交付税と特別交付税
がある。三鷹市は普通交付税の不交付団体。

交通安全対策特別交付金 道路交通法における反則金を国から地方へ配分・交付するもの。

分担金及び負担金 受益者負担の観点から納入を課したもので、各種福祉施設の入所
措置費負担金、保育所保育料負担金などがある。

使用料及び手数料 文化施設・体育施設など各種施設の利用料金、道路占用料、また
各種証明書交付や申請に係る手数料・証紙収入などがある。

国庫支出金 国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金に分類される。負担金には
生活保護費負担金など、補助金には各種福祉関連事業に係るもの
や用地取得・道路建設事業に係るものなど、委託金には基礎年金
事務に係るものなどがある。

都支出金 都負担金、都補助金、都委託金に分類される。負担金には各種福
祉関係手当の負担金など、補助金には各種福祉関連事業に係るも
のや用地取得・道路建設事業に係るものなど、委託金には都税徴
収委託金などがある。

財産収入 市有財産の貸し付けや売却などにより得た収入。土地貸付収入、
土地売払収入など。

寄附金 寄附者により使途が特定されない一般寄附と、使途が限定された
指定寄附がある。

繰入金 特別会計からの繰入金と、各種事業などに充当するために取り崩
した基金からの繰入金がある。

繰越金 前年度決算における余剰金を次年度に繰り越したもの。

諸収入 他の収入科目に含まれない収入をまとめた科目。

市債 投資的な建設事業などを実施する際に起こした地方債のほか、減
税・減収に伴う補てん措置として発行した地方債がある。

 

 

 

歳入科目解説 
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２  歳出 

歳出の構成を見る場合、どのような行政目的に使われたかで分類する「目的別歳出」と、ど

のような性質の経費として支出されたかで分類する「性質別歳出」の二つの見方があります。

目的別歳出のここ数年の特徴的な傾向としては、投資的経費が多くを占める土木費の割合が減

少し、義務的経費が多くを占める民生費の割合が増加していることがあげられます。また義務

的経費そのものである公債費については微増している傾向にあります。 

また、性質別歳出では、人件費、扶助費、公債費を合わせて「義務的経費」、普通建設事業費、

災害復旧事業費、失業対策事業費を合わせて「投資的経費」、その他の性質を「その他の経費」

と大まかに分類することもあります。 

 

 

 

（千円） 

歳出合計 

52,609,023 

総務費 
7,945,601 
(15.1%) 

議会費 479,667(0.9%) 

民生費 
18,831,617 
(35.8%) 

衛生費 
4,623,345 
(8.8%) 

労働費 
103,300 
(0.2%) 

農林費 
132,910 
(0.3%) 

商工費 
376,258 
(0.7%) 

土木費 
5,151,301 
(9.8%) 

消防費 
2,489,819 
(4.7%) 

教育費 
7,967,633 
(15.1%) 

公債費 
3,898,913 
(7.4%) 

諸支出金 
608,659 
(1.2%) 
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（千円） 

人件費 
12,664,785 

(24.1%) 

扶助費 
7,491,691 
(14.2%) 

公債費 
3,898,913 
(7.4%) 

投資的経費 
5,952,161 
(11.3%) 

物件費 
9,047,673 
(17.2%) 

維持補修費 
286,820 
(0.5%) 

補助費等 
7,346,090 
(14.0%) 

積立金 
476,643 
(0.9%) 

投資及び 
出資金･貸付金 
151,600(0.3%) 

繰出金 
5,292,647 
(10.1%) 

歳出合計 

52,609,023 

義 務 的
 経

 費
 ( 4 5.
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そ
 の

 他
 の
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 3
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〔図Ⅳ－３〕 

平成 12年度一般会計歳出決算（目的別） 

〔図Ⅳ－４〕一般会計歳出決算額と民生費・土木費 

・公債費の割合の推移 

〔図Ⅳ－６〕 

平成 12 年度一般会計歳出決算（性質別） 

〔図Ⅳ－５〕 

一般会計歳出決算額の推移（性質別） 
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３  積立基金と起債 
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その推移を見てみますと、厳しい財政状況のもとにおいて計画的な施策展開を図る中で、市

税収入の低迷などによる歳入不足を補うためその活用が図られた結果、積立基金の残高は、平

成３年度末に 147億円であったものが、９年度末には 90億円まで減少し、ここ数年はこの水準

で推移しています。 

一方、起債残高は平成３年度末に 326億円であったものが、12 年度末には 490億円となり 10

年間でおよそ 1.5 倍に伸びていますが、ここ数年はわずかながら減少傾向を示しています。ま

た、数か年にまたがるような大規模な建物や構築物などの建設事業や、当該地方公共団体が将

来買い取ることを前提として土地開発公社に取得を依頼した用地の取得経費（公社における長

期借入金）などに対して、市は債務負担行為※を設定していますが、これらについては平成５

年度をピークに減少する傾向にあります。 
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積立基金と起債は、市予算などの

単年度の収支とは別に、市の長期

的な財政運営を支える重要な財源

となるもので、個人でいえば預金

と長期ローンにあたります。 

積立基金は、将来の施策の実現

（＝将来の市民の活用）のために、

現在の市民の負担によって積み立

てられた市の預金です。一方、起

債は、現在の施策の実現（＝現在

の市民の活用）のために、将来の

市民の負担を伴いながら借り入れ

られた長期的な借金です。いずれ

も、施設建設費や用地取得費など

の主に市の資産を形成していくた

めの建設事業等に活用されるもの

です。 

億円 

年度 

億円 

年度 

〔図Ⅳ－７〕積立基金現在高の推移 

〔図Ⅳ－８〕地方債現在高（普通会計※）の推移 〔図Ⅳ－９〕債務負担行為残高の推移 
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４  財政指標 

地方財政の状況をみる指標として各種の財政指標がありますが、ここではその主な３項目につ

いて、三鷹市における過去 10年の推移と 26市平均値との比較を行います。いずれも収入に対す

る支出の割合を示す指標ですが、市税収入の低迷などを反映して財政の硬直化と財政力の減退が

進んでいる傾向があらわれています。 

 

(1) 経常収支比率の推移 

財政構造の弾力性を測るための指標として用い

られる経常収支比率※は、一般に都市部にあっては

70％～80％台が適当とされ、80％を超えると財政

が硬直化してきているとされています。近年、特

に三鷹市のような都市部の自治体では、一定の都

市基盤整備が整い維持管理経費が中心となる傾向

が強まっていることから、80％を超える状況が続

いています。 

三鷹市における過去 10年間の推移をみると、平

成３年度に、71.7％であった数値は、その後、バ

ブル経済の崩壊に伴う市税収入の低迷などから上

昇を続けました。特別減税などの政府の経済政策

の影響などにより、平成５年度からは「硬直化」

といわれる 80％を超える水準で推移し、平成 12

年度は 87.8％となっています。この間では、特に

平成８年度は 91.6％と、90％を超すこととなりま

したが、この年度の都下 27市の平均は 91.9％で、 
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しかも５市が 100％を超すという異例の事態となりました。平成 12 年度においては、経常経費の抑制や

利子割交付金の増収などにより数値は若干改善されました。 

(2) 公債費比率の推移 

市町村は地方自治法第 230 条等の規定により、
都道府県知事の許可を受けて地方債を起こすこと
（起債）ができます。三鷹市においても建設事業
や用地取得事業などの投資的な事業の実施に当た
り、こうした地方債を発行してきました。公債費
とは、その借り入れた地方債の元利償還金の支払
いに要する経費のことで、公債費比率※は、地方交
付税制度上算定される標準財政規模※（三鷹市の場
合はほぼ市税収入に相当）における公債費の占め
る割合をいいます。財政構造の健全性を維持する
ためには、通常この比率が 10％を超えないことが
望ましいとされていますが、三鷹市において昭和
40年代から１桁台で推移してきた公債費比率は、
平成７年度に 10％を超過しました。これは、芸術
文化センター、特別養護老人ホームどんぐり山な
どの施設整備の進展に伴う起債の元利償還金が生
じ、公債費が増加したのに比べ、市税収入の低迷
を反映して標準財政規模が伸び悩みを続けたこと
から、数値が上昇したのものですが、平成 12年度
は再び 10％を下回る水準となりました。 

なお、中・長期的な財政運営の観点から、この 
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白書では、公債費比率（各年度の公債費支出をベースとした指標）のほか、起債の残高等の状況を示して
います。起債残高については、前項目「３ 積立基金と起債」に掲載するとともに、後項目「５ 財務諸
表」において、普通会計のほか市全体及び外郭団体を含めたバランスシートを掲載し、表記しています。 
 

〔図Ⅳ－10〕経常収支比率の推移 

〔図Ⅳ－11〕公債費比率の推移 
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(3) 財政力指数（単年度）の推移 

財政力指数※は、地方交付税制度における基

準財政収入額※を基準財政需要額※で除した

数値（単年度の財政力指数）の過去３年間の平

均値をいいます。この基準財政収入額と基準財

政需要額というのは、いずれも標準的な地方公

共団体の収入と需要を全国統一的に、客観的・

合理的に測定するために算出された数値とさ

れており、各団体の実際の財政内容を表現した

ものではありません。この指数は、一般的に地

方公共団体の財政力を示す指標として用いら

れ、“１”を超えるほど財政に余裕があるもの

とされています。また、基準財政収入額に比べ

て基準財政需要額が上回る場合（単年度の財政

力指数が“１”を下回る場合）は、その団体が

財源不足に当たるとして、不足分は普通交付税

の交付を受けることになります。ただ、多くの

自治体がこの交付税制度に依存していること

が、地方の自立を妨げる一因になっているとも

指摘されています。 
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平成３年度の三鷹市の財政力指数（単年度）は“1.342”でしたが、平成４年度以降はバブ

ル経済崩壊後の地方財政の収支悪化を反映して下降をたどり、平成 10 年度は“1.168”と 14

年ぶりに 1.1 台になり、以降 1.1％台で推移しています。行政需要が多様化する一方で、景

気低迷による市税収入の伸び悩みが数値下降の要因となっています。なお、この間、平成３

年度は全国で 172 団体あった普通交付税不交付団体が、平成 12年度は 75団体にまで減少し

てきており、ここにも地方財政をめぐる厳しい状況があらわれています。 

 

 

 

比較データ 
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〔図Ⅳ－12〕財政力指数（単年度）の推移 

〔図Ⅳ－13〕 
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５  財務諸表 

近年の長期的な不況の下で国・地方を問わず厳しい財政状況が続き、地方債等の長期債務が

増大する中で、現金の動きを中心とし、また、資産という概念が希薄で、負債と資産のバラン

スなども見えにくい現行財務会計制度の問題点が指摘されるようになりました。そして、こう

した不備を補完する資料として、バランスシートなどの企業会計的手法の活用が注目されるよ

うになりました。 

三鷹市においても、総務省から発表された財務諸表作成に関する基準によるバランスシート、

行政コスト計算書及び市独自の連結バランスシートを作成しました。これらを作成することに

より、減価償却後の累積された市の資産形成、負債等の全容が明らかになり、今後の中・長期

的な財政運営に活用していきます。 

 

(1) バランスシート 

① バランスシートとは 

バランスシート（貸借対照表）とは、一

定の時点において保有するすべての資産、

負債等のストックの状況を総括的に表示

した報告書です。 

バランスシートでは、右記の図のよう

に、借方（左側）には資産、貸方（右側）

には負債と正味資産が表示され、資産 = 

負債 + 正味資産という関係にあります。

負債と正味資産は、行政活動に必要な資金

がどこからきたか（資金の調達）を、資産

はその調達した資金を何に使ったか（資金

の使途）を表しています。 

なお、自治体のバランスシートでは民間

企業における「資本」という概念がなく、

「正味資産」と表現し、これまでの世代が

すでに負担した金額を表しています。ま

た、負債は、これからの世代が今後負担し

ていく金額を表しています。 

 

 

 

 

② 普通会計・市全体・連結バランスシート 

総務省の基準による、普通会計バランスシート及び普通会計に市の全特別会計を加えた

市全体バランスシート、さらに市独自のものとして、土地開発公社などの出資団体を加え

た連結バランスシートの３種類のバランスシートを作成しました。 

三鷹市全体でみると、普通会計では表われなかった上水道と下水道のインフラ資産が総

資産の 10％程度を占め、次ページの数値比較表（図Ⅳ－16）からもわかるように、これら

インフラ資産の建設に、普通会計以上に地方債を活用した資金調達が行われるため、資産

の倍率が 1.17倍であるのに比べ、負債が 1.29倍となり、負債の増加率が資産の増加率を

上回っている状況がわかります。 

連結バランスシートでは、固定負債である地方債のうち、土地開発公社が 20％程度を占

めており、今後の三鷹市の財政運営を考えるうえでも、土地開発公社の計画的な活用と経

営の健全性の維持に努める必要があります。 

借　　方 貸　　方

負　　債

(地方債、退職給与引当金等)

正味資産

(国庫支出金、都支出金、一般財源等)

資　　産

(土地、建物、基金、現金等)

バランスシートの構造 

資金を何に使ったか 
〔資金の使途〕 

借 方 貸 方 

資金をどこから調達し
たか〔資金の調達〕 

 

〔図Ⅳ－14〕 

三鷹市の財務諸表（平成 12 年度）については、その詳細版を
参考資料 ２ （5７ページ以降）に掲載しています。 
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(単位：億円)

普通会計 市全体 連結 普通会計 市全体 連結

〔資産の部〕 〔負債の部〕

1.固定資産 1.固定負債

(1)有形固定資産 1,917.1 2,216.6 2,374.6 (1) 地方債 462.8 628.5 784.0 

(うち土地) (1,336.4) (1,361.1) (1,516.5) (2) 債務負担行為 0.0 0.0 0.0 

(2)無形固定資産 0.0 3.7 3.8 (3) 退職給与引当金 177.6 196.0 196.1 

固定資産合計 1,917.1 2,220.3 2,378.4 (4) その他 0.0 0.0 0.6 

固定負債合計 640.4 824.5 980.7 

2.投資等

(1) 投資及び出資金 22.6 16.9 3.3 2.流動負債

(2) 貸付金 0.2 0.2 0.2 流動負債合計 27.5 38.7 39.8 

(3) 基金 69.6 71.1 73.3 

(4) 基本財産 0.0 0.0 13.1 

投資等合計 92.4 88.2 89.9 負債合計 667.9 863.2 1,020.5 

3.流動資産 〔正味資産の部〕

(1) 現金・預金 36.0 61.3 62.6 正味資産合計 1,398.9 1,544.7 1,549.1 

(2) 未収金 21.3 35.4 35.7 

(3) その他 2.7 3.0 

流動資産合計 57.3 99.4 101.3 

資産合計 2,066.8 2,407.9 2,569.6 負債・正味資産合計 2,066.8 2,407.9 2,569.6 

借　　　方 貸　　　方

○バランスシート（普通会計・市全体・連結）　〔平成12年度〕

（平成13年3月31日現在）

 

 

 

○普通会計と市全体・連結バランンスシートの数値比較

(単位：千円)

普通会計 A 市全体 B 倍率 B/A 連結　C 倍率 C/A

 資　　産 206,680,827 240,786,506 1.17倍 256,962,177 1.24倍

 負　　債 66,792,973 86,321,173 1.29倍 102,049,844 1.53倍

 正味資産 139,887,854 154,465,333 1.10倍 154,912,333 1.11倍
 

 

 

 

 

 

 

 

〔図Ⅳ－15〕 

〔図Ⅳ－16〕 
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(2) 行政コスト計算書 

バランスシートが一定時点の資産、負債などの状況を表示する報告書であるのに対し、行

政コスト計算書では、当該年度に実施された資産形成につながらない行政活動（人的サービ

スや給付サービスなど）にかかる費用（コスト）を表示しています。 

特徴的なこととして、バランスシートの有形固定資産の割合が低い民生費・衛生費などが、

行政コストの面からみると生活保護費やごみ収集委託など人的・給付サービスの比重が大き

いことから、高い割合を示しています。 

 

 

○行政コスト計算書（平成12年度）

[行政コスト] (単位:億円)

総額 (構成比) 総務費 民生費 衛生費 土木費 教育費 その他

(1)人件費 111.6 (23.1%) 28.5 33.3 5.2 8.2 30.0 6.4

(2)退職給与引当金繰入等 23.2 (4.8%) 5.3 8.0 1.2 1.9 6.3 0.5

小計<人にかかるコスト> 134.8 (27.9%) 33.8 41.3 6.4 10.1 36.3 6.9

(1)物件費 83.0 (17.1%) 20.8 13.8 22.5 4.7 18.9 2.3

(2)維持補修費 2.9 (0.6%) 0.1 0.2 0.1 2.0 0.5 0.0

(3)減価償却費 41.1 (8.5%) 9.7 10.1 1.4 10.7 7.0 2.2

小計<物にかかるコスト> 127.0 (26.2%) 30.6 24.1 24.0 17.4 26.4 4.5

(1)扶助費 74.9 (15.5%) 73.6 0.0 1.3

(2)補助費等 73.4 (15.2%) 11.4 13.8 17.7 0.5 5.8 24.2

(3)繰出金 52.1 (10.8%) 0.0 42.6 0.0 9.5 0.0 0.0

(4)普通建設事業費 3.1 (0.6%) 0.0 0.0 0.5 2.5 0.0 0.1

小計<移転支出的なコスト> 203.5 (42.1%) 11.4 130.0 18.2 12.5 7.1 24.3

(1)公債費（利子分のみ） 16.3 (3.3%) 16.3

(2)不納欠損額 2.2 (0.5%) 2.2

小計<その他のコスト> 18.5 (3.8%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5

483.8 ― 75.8 195.4 48.6 40.0 69.8 54.2

(構成比） ― ― (15.7%) (40.4%) (10.1%) (8.3%) (14.4%) (11.1%)

[収入項目]

1 使用料・手数料等 b 29.0 ― 8.0 9.0 7.4 3.0 1.0 0.6

2 国庫（都）支出金 c 83.9 ― 5.9 67.9 4.2 1.0 2.5 2.4

3 一般財源 d 378.7 ―

収入（b+c+d） e 491.6 ―

4
正味資産国庫（都）
支出金償却額  f

5.6 ―

5 期首一般財源等 1,235.2 ―

差引（e+f-a）
一般財源等増減額

13.4 ―

6 期末一般財源等 1,248.6 ―

行政コスト　a

1

2

3

4

 

 

 

 

〔図Ⅳ－17〕 
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《用語解説》

●経常収支比率 ●標準財政規模

●公債費比率

●基準財政需要額

●財政力指数

●基準財政収入額

●債務負担行為

●普通会計

　地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率とし
て使われる。市税、国税からの譲与税、都税からの交付
金などの一般財源のうち経常的に収入される財源が、人
件費・扶助費・公債費などの義務的性格の経常経費に対
してどの程度充当されているかをみることで、その団体
の財政構造の弾力性が判断できるとされる。

　一般財源に占める地方公共団体が借り入れた地方債の
元金償還及び利子の支払に要する経費（公債費）の割
合。通常、財政構造の健全性がおびやかされないために
は、この比率が10％を超さないことが望ましいとされて
いる。
　なお、この公債費に、土地開発公社の償還費等長期の
債務負担行為の解消に係る支出を加えて算出したものを
「準公債費比率」という。

　地方公共団体の財政力を示す指数。基準財政収入額を
基準財政需要額で除して得た数値の過去３ヵ年間の平均
値をいう。地方交付税制度では、財政力指数が「１」を
上回ると基準財政収入額に余力があるとされるが、逆に
「１」を下回ると標準的な行政を行う財政力がないとさ
れ、その不足する分についてを普通交付税として交付す
る仕組みとなっている。現在、全国約3,300の地方自治
体のうち約97％の自治体が財政力指数「１」以下であ
り、国からの普通交付税の交付なしでは財政運営ができ
ないという状況となっている。

　個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なってい
ることから、自治体間の財政比較や統一的な掌握を可能
にするため、地方財政統計上統一的に用いられる会計区
分である。具体的には、一般会計と特別会計のうち、公
営企業会計や収益事業会計等に含まれない特別会計を合
算した会計区分をいう。

　地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもの。国の
地方交付税制度上の数値で、全国統一の画一的な基準に
よって算定されるものであり、例えば、個人市民税では
前年度の数値に全国的な想定伸率を乗じたり、税制改正
による影響を理論的に指数化して算定される。また、都
市部の自治体に限定されている都市計画税が除かれてい
たり、実際の市税収入とも多少異なる金額で算定され
る。三鷹市の場合、標準財政規模は、おおよそ市税総額
とほぼ同程度の金額になっている。

　地方交付税の算定に用いるため、標準的な水準の行政
を行うための経費を全国画一的に仮定して算出するも
の。人口や面積などの数値を基礎に、それぞれの財政需
要に関する費目ごとに緻密に計算される。

　標準財政規模のおおよそ75％を基準財政収入額とい
う。これは、自治体の一般財源（＝標準財政規模）のう
ち75％が標準的な水準の行政に使用され、残りの25％は
標準的な水準を超えた行政経費や各自治体独自の行政需
要に使われるという仮定の上に立って算定されることに
よる。

　地方公共団体が将来に支出を伴う債務を負担する行為
については、その行為をすることができる事項、期間お
よび限度額を定めて、予算の一部を構成するものとして
議会の審議・議決を要することとなっている。債務負担
行為は、主に数ヵ年にまたがるような大規模な建物や構
築物などの建設事業や、当該地方公共団体が将来買い取
ることを前提として土地開発公社に取得を依頼した用地
の取得経費などに対して設定される。


